
酒
　
税

　
法
（
抄
）

1160

き
三
十
七
万
円
と
す
る
。

4
　
混
成
酒
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率

は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
合
成
清
酒
　
十
万
円

二
　
み
り
ん
及
び
雑
酒
（
そ
の
性
状
が
み
り
ん
に
類
似
す
る
酒
類
と

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）　
二
万
円

三
　
甘
味
果
実
酒
及
び
リ
キ
ュ
ー
ル
　
十
二
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分

が
十
三
度
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル

分
が
十
二
度
を
超
え
る
一
度
ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額
）

四
　
粉
末
酒
　
三
十
九
万
円

5
　
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
（
平
成
二
九
法
四
・
一
部
改
正
）

第
四
章

　
免
税
及
び
税
額
控
除
等

（
未
納
税
移
出
）

第
二
十
八
条

　
酒
類
製
造
者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
酒
類
を
そ
の
酒
類
の

製
造
場
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
所
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

酒
類
の
蔵
置
場
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
蔵
置

場
の
設
置
に
つ
き
、
そ
の
蔵
置
場
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
許
可
を

受
け
た
蔵
置
場
に
限
る
。）
へ
移
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
移
出
に
係
る

酒
税
を
免
除
す
る
。

一
　
酒
類
製
造
者
が
酒
類
の
原
料
と
す
る
た
め
の
酒
類

　
当
該
酒
類
を
そ

の
原
料
と
す
る
酒
類
の
製
造
場

二
　
輸
出
業
者
（
他
か
ら
購
入
し
た
酒
類
の
販
売
を
業
と
す
る
者
で
常
時

酒
類
の
輸
出
を
行
な
う
も
の
を
い
う
。）
が
輸
出
す
る
た
め
の
酒
類

　

当
該
酒
類
の
蔵
置
場

三
　
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
目
的
で
政
令
で
定
め
る
製
造
場
又
は
蔵
置
場

に
移
入
さ
れ
る
酒
類

　
当
該
政
令
で
定
め
る
製
造
場
又
は
蔵
置
場

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
酒
類
以
外
の
酒
類
で
、
当
該
酒
類
を
他
の
製
造
場

又
は
蔵
置
場
へ
移
出
す
る
こ
と
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
酒
類
の
製
造
場
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
諾
を
受
け

た
も
の

　
当
該
他
の
製
造
場
又
は
蔵
置
場

2
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
移
出
を
し
た
酒
類
製
造
者
が
、
当
該
移
出
を

し
た
日
の
属
す
る
月
分
の
第
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
（
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
期
限
内
に
提
出
す
る
も
の
に
限

令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
た
も
の
（
エ
キ
ス
分
が
二
度

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

3
　
醸
造
酒
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号

に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
清
酒
　
十
二
万
円

二
　
果
実
酒
　
八
万
円

4
　
蒸
留
酒
類
の
う
ち
ウ
イ
ス
キ
ー
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
及
び
ス
ピ
リ
ッ
ツ
で
あ

つ
て
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
三
十
七
度
未
満
の
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
万
円

と
す
る
。

5
　
混
成
酒
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号

に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
合
成
清
酒

　
十
万
円

二
　
み
り
ん
及
び
雑
酒
（
そ
の
性
状
が
み
り
ん
に
類
似
す
る
酒
類
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）　
二
万
円

三
　
甘
味
果
実
酒
及
び
リ
キ
ュ
ー
ル

　
十
二
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十

三
度
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
二

度
を
超
え
る
一
度
ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額
）

四
　
粉
末
酒

　
三
十
九
万
円

6
　
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る

〔
注
〕
次
に
掲
げ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
。

（
税
率
）

第
二
十
三
条

　〔
現
行
〕

一
　
発
泡
性
酒
類

　
十
五
万
五
千
円

二
　
醸
造
酒
類

　
十
万
円

三
　〔
現
行
〕

四
　
混
成
酒
類

　
二
十
二
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
一
度
以
上

の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
度
を

超
え
る
一
度
ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額
）

2
　
発
泡
性
酒
類
の
う
ち
そ
の
他
の
発
泡
性
酒
類
に
係
る
酒
税
の
税
率

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
万

円
と
す
る
。

3
　
蒸
留
酒
類
の
う
ち
ウ
イ
ス
キ
ー
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
及
び
ス
ピ
リ
ッ
ツ

で
あ
つ
て
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
三
十
七
度
未
満
の
も
の
に
係
る
酒
税
の

税
率
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
免
許
を
受
け
た
酒
類
と
同
一
の
品
目
の
酒
類

及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
酒
類
に
限
る
。
）
の
販
売
業

及
び
酒
場
、
料
理
店
そ
の
他
酒
類
を
も
つ
ぱ
ら
自
己
の
営
業
場
に
お
い
て

飲
用
に
供
す
る
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
・
3

　（
略
）

第
三
章
　
課
税
標
準
及
び
税
率

（
課
税
標
準
）

第
二
十
二
条
　
酒
税
の
課
税
標
準
は
、
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
、
又
は

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
酒
類
の
数
量
と
す
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
粉
末
酒
に
係
る
数
量
の
計
算
は
、
そ
の
重
量

を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

（
税
率
）

第
二
十
三
条

　
酒
税
の
税
率
は
、
酒
類
の
種
類
に
応
じ
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
、
次
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
発
泡
性
酒
類

　
二
十
二
万
円

二
　
醸
造
酒
類

　
十
四
万
円

三
　
蒸
留
酒
類

　
二
十
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
一
度
以
上
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
二
十
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
度
を
超
え
る
一
度

ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額
）

四
　
混
成
酒
類

　
二
十
二
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
一
度
以
上
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
二
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
度
を
超
え
る

一
度
ご
と
に
一
万
千
円
を
加
え
た
金
額
）

2
　
発
泡
性
酒
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号
に

定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
発
泡
酒
（
原
料
中
麦
芽
の
重
量
が
水
以
外
の
原
料
の
重
量
の
百
分
の

五
十
未
満
二
十
五
以
上
の
も
の
で
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
度
未
満
の
も
の

に
限
る
。）

　
十
七
万
八
千
百
二
十
五
円

二
　
発
泡
酒
（
原
料
中
麦
芽
の
重
量
が
水
以
外
の
原
料
の
重
量
の
百
分
の

二
十
五
未
満
の
も
の
で
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
度
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

　
　
十
三
万
四
千
二
百
五
十
円

三
　
そ
の
他
の
発
泡
性
酒
類
（
ホ
ッ
プ
又
は
財
務
省
令
で
定
め
る
苦
味
料

を
原
料
の
一
部
と
し
た
酒
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
除

く
。）

　
八
万
円

イ
　
糖
類
、
ホ
ッ
プ
、
水
及
び
政
令
で
定
め
る
物
品
を
原
料
と
し
て
発

酵
さ
せ
た
も
の
（
エ
キ
ス
分
が
二
度
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
発
泡
酒
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
ス
ピ
リ
ッ
ツ
（
政

【誤】



酒
　
税

　
法
（
抄
）

1160

き
三
十
七
万
円
と
す
る
。

4
　
混
成
酒
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率

は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
合
成
清
酒
　
十
万
円

二
　
み
り
ん
及
び
雑
酒
（
そ
の
性
状
が
み
り
ん
に
類
似
す
る
酒
類
と

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）　
二
万
円

三
　
甘
味
果
実
酒
及
び
リ
キ
ュ
ー
ル
　
十
二
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分

が
十
三
度
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル

分
が
十
二
度
を
超
え
る
一
度
ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額
）

四
　
粉
末
酒
　
三
十
九
万
円

5
　
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
（
平
成
二
九
法
四
・
一
部
改
正
）

第
四
章

　
免
税
及
び
税
額
控
除
等

（
未
納
税
移
出
）

第
二
十
八
条

　
酒
類
製
造
者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
酒
類
を
そ
の
酒
類
の

製
造
場
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
所
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

酒
類
の
蔵
置
場
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
蔵
置

場
の
設
置
に
つ
き
、
そ
の
蔵
置
場
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
許
可
を

受
け
た
蔵
置
場
に
限
る
。）
へ
移
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
移
出
に
係
る

酒
税
を
免
除
す
る
。

一
　
酒
類
製
造
者
が
酒
類
の
原
料
と
す
る
た
め
の
酒
類

　
当
該
酒
類
を
そ

の
原
料
と
す
る
酒
類
の
製
造
場

二
　
輸
出
業
者
（
他
か
ら
購
入
し
た
酒
類
の
販
売
を
業
と
す
る
者
で
常
時

酒
類
の
輸
出
を
行
な
う
も
の
を
い
う
。）
が
輸
出
す
る
た
め
の
酒
類

　

当
該
酒
類
の
蔵
置
場

三
　
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
目
的
で
政
令
で
定
め
る
製
造
場
又
は
蔵
置
場

に
移
入
さ
れ
る
酒
類

　
当
該
政
令
で
定
め
る
製
造
場
又
は
蔵
置
場

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
酒
類
以
外
の
酒
類
で
、
当
該
酒
類
を
他
の
製
造
場

又
は
蔵
置
場
へ
移
出
す
る
こ
と
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
酒
類
の
製
造
場
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
諾
を
受
け

た
も
の

　
当
該
他
の
製
造
場
又
は
蔵
置
場

2
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
移
出
を
し
た
酒
類
製
造
者
が
、
当
該
移
出
を

し
た
日
の
属
す
る
月
分
の
第
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
（
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
期
限
内
に
提
出
す
る
も
の
に
限

令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
た
も
の
（
エ
キ
ス
分
が
二
度

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

3
　
醸
造
酒
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号

に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
清
酒
　
十
二
万
円

二
　
果
実
酒
　
八
万
円

4
　
蒸
留
酒
類
の
う
ち
ウ
イ
ス
キ
ー
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
及
び
ス
ピ
リ
ッ
ツ
で
あ

つ
て
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
三
十
七
度
未
満
の
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
万
円

と
す
る
。

5
　
混
成
酒
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号

に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
合
成
清
酒

　
十
万
円

二
　
み
り
ん
及
び
雑
酒
（
そ
の
性
状
が
み
り
ん
に
類
似
す
る
酒
類
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）　
二
万
円

三
　
甘
味
果
実
酒
及
び
リ
キ
ュ
ー
ル

　
十
二
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十

三
度
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
二

度
を
超
え
る
一
度
ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額
）

四
　
粉
末
酒

　
三
十
九
万
円

6
　
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る

〔
注
〕
次
に
掲
げ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
。

（
税
率
）

第
二
十
三
条

　〔
現
行
〕

一
　
発
泡
性
酒
類

　
十
五
万
五
千
円

二
　
醸
造
酒
類

　
十
万
円

三
　〔
現
行
〕

四
　
混
成
酒
類

　
二
十
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
一
度
以
上
の

も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
度
を
超

え
る
一
度
ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額
）

2
　
発
泡
性
酒
類
の
う
ち
そ
の
他
の
発
泡
性
酒
類
に
係
る
酒
税
の
税
率

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
万

円
と
す
る
。

3
　
蒸
留
酒
類
の
う
ち
ウ
イ
ス
キ
ー
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
及
び
ス
ピ
リ
ッ
ツ

で
あ
つ
て
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
三
十
七
度
未
満
の
も
の
に
係
る
酒
税
の

税
率
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ

　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
免
許
を
受
け
た
酒
類
と
同
一
の
品
目
の
酒
類

及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
酒
類
に
限
る
。
）
の
販
売
業

及
び
酒
場
、
料
理
店
そ
の
他
酒
類
を
も
つ
ぱ
ら
自
己
の
営
業
場
に
お
い
て

飲
用
に
供
す
る
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
・
3

　（
略
）

第
三
章
　
課
税
標
準
及
び
税
率

（
課
税
標
準
）

第
二
十
二
条
　
酒
税
の
課
税
標
準
は
、
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
、
又
は

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
酒
類
の
数
量
と
す
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
粉
末
酒
に
係
る
数
量
の
計
算
は
、
そ
の
重
量

を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

（
税
率
）

第
二
十
三
条

　
酒
税
の
税
率
は
、
酒
類
の
種
類
に
応
じ
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
、
次
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
発
泡
性
酒
類

　
二
十
二
万
円

二
　
醸
造
酒
類

　
十
四
万
円

三
　
蒸
留
酒
類

　
二
十
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
一
度
以
上
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
二
十
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
度
を
超
え
る
一
度

ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額
）

四
　
混
成
酒
類

　
二
十
二
万
円
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
一
度
以
上
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
二
万
円
に
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
二
十
度
を
超
え
る

一
度
ご
と
に
一
万
千
円
を
加
え
た
金
額
）

2
　
発
泡
性
酒
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
率
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号
に

定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
発
泡
酒
（
原
料
中
麦
芽
の
重
量
が
水
以
外
の
原
料
の
重
量
の
百
分
の

五
十
未
満
二
十
五
以
上
の
も
の
で
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
度
未
満
の
も
の

に
限
る
。）

　
十
七
万
八
千
百
二
十
五
円

二
　
発
泡
酒
（
原
料
中
麦
芽
の
重
量
が
水
以
外
の
原
料
の
重
量
の
百
分
の

二
十
五
未
満
の
も
の
で
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
度
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

　
　
十
三
万
四
千
二
百
五
十
円

三
　
そ
の
他
の
発
泡
性
酒
類
（
ホ
ッ
プ
又
は
財
務
省
令
で
定
め
る
苦
味
料

を
原
料
の
一
部
と
し
た
酒
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
除

く
。）

　
八
万
円

イ
　
糖
類
、
ホ
ッ
プ
、
水
及
び
政
令
で
定
め
る
物
品
を
原
料
と
し
て
発

酵
さ
せ
た
も
の
（
エ
キ
ス
分
が
二
度
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
発
泡
酒
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
ス
ピ
リ
ッ
ツ
（
政

【正】
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ら
移
出
し
た
酒
類
（
同
法
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
又

は
第
八
十
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
数
量
が
一
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
酒
類

製
造
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
製
造
者
」
と
い

う
。）
が
、
当
該
製
造
免
許
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属

す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
ビ
ー
ル
を
移
出
す
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
開
始
前
一
年
間
に
お
け
る
酒
類
の
製
造
場
か

ら
移
出
し
た
ビ
ー
ル
（
同
法
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定

又
は
第
八
十
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
量
（
次
項
に
お
い
て
「
前
年
度
課
税
移
出
数

量
」
と
い
う
。）
が
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

特
例
適
用
製
造
者
が
そ
の
年
度
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
す
る
ビ
ー
ル

（
当
該
移
出
に
つ
き
同
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。）
の
二
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
数
量
）
ま
で
の
も
の
に
係
る

酒
税
の
税
額
は
、
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
百
分
の
八
十
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
と
す
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
ビ
ー
ル
の
製
造
免
許
を
受

け
た
日
以
後
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
の
各

年
度
の
う
ち
に
前
年
度
課
税
移
出
数
量
が
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
三

百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
年

度
」
と
い
う
。）
が
あ
る
と
き
は
、
特
例
適
用
製
造
者
が
当
該
特
定
年
度

に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
す
る
ビ
ー
ル
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
」
と
あ
る
の
は

「
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
年
度

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
年
度
」
と
い
う
。
）
が
」
と
、「
そ
の
年

度
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
年
度
に
」
と
、
「
百
分
の
八
十
五
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
二
・
五
」
と
す
る
。

3
　
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
ビ
ー
ル
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
そ
の
年
度
の
開
始
前
一
年

間
に
お
け
る
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
酒
類
の
数
量
が
一
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
酒
類
製
造
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
特
例
適
用
製
造
者
」
と
い
う
。）
が
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
ビ
ー
ル
を
移
出
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
開
始
前
一
年
間
に
お
け
る
酒
類
の
製
造
場
か
ら

移
出
し
た
ビ
ー
ル
（
同
法
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
又

は
第
八
十
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
量
（
次
項
に
お
い
て
「
前
年
度
課
税
移
出
数

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
一
度
未
満
の
も
の
　
十
万
円

二
　
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
一
度
以
上
十
三
度
未
満
の
も
の
　
十
万
円
に
ア

ル
コ
ー
ル
分
が
十
度
を
超
え
る
一
度
ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額

（
入
国
者
が
輸
入
す
る
ウ
イ
ス
キ
ー
等
に
係
る
酒
税
の
税
率
の
特
例
）

第
八
十
七
条
の
三
　
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
酒
類
の
う
ち
、
本
邦
に

入
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送
し
て
輸
入
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
酒
類
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
ウ
イ
ス
キ
ー
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
酒
税
の
税
率

は
、
酒
税
法
第
二
十
三
条
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
酒
類
の
区
分
に
応
じ
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号

に
定
め
る
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸

入
す
る
ウ
イ
ス
キ
ー
等
又
は
別
送
し
て
輸
入
す
る
ウ
イ
ス
キ
ー
等
の
そ
れ

ぞ
れ
の
全
部
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
税
率
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し

な
い
旨
を
当
該
者
の
入
国
地
の
所
轄
税
関
長
に
申
し
出
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
第
二
二
〇

三
・
〇
〇
号
に
該
当
す
る
酒
類
（
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
に
規
定
す
る

税
率
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
表
第
二
二
〇

六
・
〇
〇
号
の
二
の
㈡
の
Ｂ
の

に
該
当
す
る
酒
類

　
二
十
万
円

二
　
関
税
定
率
法
別
表
第
二
二
〇
八
・
二
〇
号
、
第
二
二
〇
八
・
三
〇
号

又
は
第
二
二
〇
八
・
九
〇
号
の
一
の
㈠
に
該
当
す
る
酒
類
（
同
表
第
二

二
類
の
注
2
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

も
の
（
二
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器
入
り
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
除

く
。
）　
八
十
万
円 

三
　
関
税
定
率
法
別
表
第
二
二
〇
八
・
四
〇
号
、
第
二
二
〇
八
・
五
〇
号

又
は
第
二
二
〇
八
・
六
〇
号
に
該
当
す
る
酒
類

　
五
十
万
円

四
　
関
税
定
率
法
別
表
第
二
二
〇
八
・
七
〇
号
に
該
当
す
る
酒
類

　
四
十

万
円 

2
　
前
項
の
規
定
は
、
商
業
量
に
達
す
る
数
量
の
ウ
イ
ス
キ
ー
等
そ
の
他
政

令
で
定
め
る
も
の
に
は
適
用
し
な
い
。

（
ビ
ー
ル
に
係
る
酒
税
の
税
率
の
特
例
）

第
八
十
七
条
の
四

　
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
初
め
て
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ビ
ー
ル
（
同

法
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
ビ
ー
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
そ
の
年
度
（
そ
の
年
の
四

月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
始
前
一
年
間
に
お
け
る
酒
類
の
製
造
場
か

酒
税
法
第
三
条
第
十
三
号

に
規
定
す
る
果
実
酒
（
同

条
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る

そ
の
他
の
発
泡
性
酒
類
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

平
成
三
十
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
三

十
二
年
九
月
三
十

日
ま
で

百
分
の
八
十

平
成
三
十
二
年
十

月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

九
十
分
の
六

十
四

酒
税
法
第
三
条
第
八
号
に

規
定
す
る
合
成
清
酒
又
は

発
泡
酒

平
成
三
十
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
五

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

百
分
の
九
十

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
前
年
度
課
税
移
出
数
量
が

千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
年
度

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
年
度
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、

特
例
適
用
製
造
者
が
当
該
特
定
年
度
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
す

る
清
酒
等
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）

が
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
」
と
あ
る
の
は
「
）
が
千
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
年
度
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
年
度
」
と
い
う
。
）
が
」
と
、
「
そ
の
年
度

に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
年
度
に
」
と
、
「
当
該
千
三
百
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千

三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
」
と
、
同
項
の
表
中
「
百
分
の
八
十
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
九
十
分
の
六
十
四
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
八
十
」
と
、
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

九
十
五
」
と
す
る
。 

（
平
三
〇
法
七
・
一
部
改
正
） 

（
低
ア
ル
コ
ー
ル
分
の
蒸
留
酒
類
等
に
係
る
酒
税
の
税
率
の
特
例
）

第
八
十
七
条
の
二

　
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
さ
れ
、
又
は
保
税
地
域
か
ら

引
き
取
ら
れ
る
酒
税
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
蒸
留
酒
類
（
同
号
ホ

に
掲
げ
る
酒
類
及
び
発
泡
性
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二

十
一
号
に
規
定
す
る
リ
キ
ュ
ー
ル
（
発
泡
性
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

で
ア
ル
コ
ー
ル
分
（
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
分
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
三
度
未
満
の
も
の
（
リ
キ
ュ
ー
ル

に
つ
い
て
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
二
度
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
酒
税
の
税
率
は
、
同
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各

【誤】
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ら
移
出
し
た
酒
類
（
同
法
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
又

は
第
八
十
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
数
量
が
一
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
酒
類

製
造
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
製
造
者
」
と
い

う
。）
が
、
当
該
製
造
免
許
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属

す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
ビ
ー
ル
を
移
出
す
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
開
始
前
一
年
間
に
お
け
る
酒
類
の
製
造
場
か

ら
移
出
し
た
ビ
ー
ル
（
同
法
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定

又
は
第
八
十
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
量
（
次
項
に
お
い
て
「
前
年
度
課
税
移
出
数

量
」
と
い
う
。）
が
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

特
例
適
用
製
造
者
が
そ
の
年
度
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
す
る
ビ
ー
ル

（
当
該
移
出
に
つ
き
同
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。）
の
二
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
数
量
）
ま
で
の
も
の
に
係
る

酒
税
の
税
額
は
、
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
百
分
の
八
十
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
と
す
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
ビ
ー
ル
の
製
造
免
許
を
受

け
た
日
以
後
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
の
各

年
度
の
う
ち
に
前
年
度
課
税
移
出
数
量
が
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
三

百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
年

度
」
と
い
う
。）
が
あ
る
と
き
は
、
特
例
適
用
製
造
者
が
当
該
特
定
年
度

に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
す
る
ビ
ー
ル
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
」
と
あ
る
の
は

「
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
年
度

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
年
度
」
と
い
う
。
）
が
」
と
、「
そ
の
年

度
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
年
度
に
」
と
、
「
百
分
の
八
十
五
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
二
・
五
」
と
す
る
。

3
　
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
ビ
ー
ル
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
そ
の
年
度
の
開
始
前
一
年

間
に
お
け
る
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
酒
類
の
数
量
が
一
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
酒
類
製
造
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
特
例
適
用
製
造
者
」
と
い
う
。）
が
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
ビ
ー
ル
を
移
出
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
開
始
前
一
年
間
に
お
け
る
酒
類
の
製
造
場
か
ら

移
出
し
た
ビ
ー
ル
（
同
法
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
又

は
第
八
十
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
量
（
次
項
に
お
い
て
「
前
年
度
課
税
移
出
数

　
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
九
度
未
満
の
も
の
　
八
万
円

二
　
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
九
度
以
上
十
三
度
未
満
の
も
の
　
八
万
円
に
ア
ル

コ
ー
ル
分
が
八
度
を
超
え
る
一
度
ご
と
に
一
万
円
を
加
え
た
金
額

（
入
国
者
が
輸
入
す
る
ウ
イ
ス
キ
ー
等
に
係
る
酒
税
の
税
率
の
特
例
）

第
八
十
七
条
の
三
　
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
酒
類
の
う
ち
、
本
邦
に

入
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送
し
て
輸
入
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
酒
類
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
ウ
イ
ス
キ
ー
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
酒
税
の
税
率

は
、
酒
税
法
第
二
十
三
条
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
酒
類
の
区
分
に
応
じ
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
当
該
各
号
に

定
め
る
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入

す
る
ウ
イ
ス
キ
ー
等
又
は
別
送
し
て
輸
入
す
る
ウ
イ
ス
キ
ー
等
の
そ
れ
ぞ

れ
の
全
部
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
税
率
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し
な

い
旨
を
当
該
者
の
入
国
地
の
所
轄
税
関
長
に
申
し
出
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一
　
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
第
二
二
〇

三
・
〇
〇
号
に
該
当
す
る
酒
類
（
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
に
規
定
す
る

税
率
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
表
第
二
二
〇

六
・
〇
〇
号
の
二
の
㈡
の
Ｂ
の

に
該
当
す
る
酒
類

　
二
十
万
円

二
　
関
税
定
率
法
別
表
第
二
二
〇
八
・
二
〇
号
、
第
二
二
〇
八
・
三
〇
号

又
は
第
二
二
〇
八
・
九
〇
号
の
一
の
㈠
に
該
当
す
る
酒
類
（
同
表
第
二

二
類
の
注
2
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

も
の
（
二
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器
入
り
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
除

く
。
）　
八
十
万
円 

三
　
関
税
定
率
法
別
表
第
二
二
〇
八
・
四
〇
号
、
第
二
二
〇
八
・
五
〇
号

又
は
第
二
二
〇
八
・
六
〇
号
に
該
当
す
る
酒
類

　
五
十
万
円

四
　
関
税
定
率
法
別
表
第
二
二
〇
八
・
七
〇
号
に
該
当
す
る
酒
類

　
四
十

万
円 

2
　
前
項
の
規
定
は
、
商
業
量
に
達
す
る
数
量
の
ウ
イ
ス
キ
ー
等
そ
の
他
政

令
で
定
め
る
も
の
に
は
適
用
し
な
い
。

（
ビ
ー
ル
に
係
る
酒
税
の
税
率
の
特
例
）

第
八
十
七
条
の
四

　
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
初
め
て
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ビ
ー
ル
（
同

法
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
ビ
ー
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
そ
の
年
度
（
そ
の
年
の
四

月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
始
前
一
年
間
に
お
け
る
酒
類
の
製
造
場
か

酒
税
法
第
三
条
第
十
三
号

に
規
定
す
る
果
実
酒
（
同

条
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る

そ
の
他
の
発
泡
性
酒
類
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

平
成
三
十
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
三

十
二
年
九
月
三
十

日
ま
で

百
分
の
八
十

平
成
三
十
二
年
十

月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

九
十
分
の
六

十
四

酒
税
法
第
三
条
第
八
号
に

規
定
す
る
合
成
清
酒
又
は

発
泡
酒

平
成
三
十
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
五

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

百
分
の
九
十

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
前
年
度
課
税
移
出
数
量
が

千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
年
度

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
年
度
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、

特
例
適
用
製
造
者
が
当
該
特
定
年
度
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
す

る
清
酒
等
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）

が
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
」
と
あ
る
の
は
「
）
が
千
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
年
度
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
年
度
」
と
い
う
。
）
が
」
と
、
「
そ
の
年
度

に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
年
度
に
」
と
、
「
当
該
千
三
百
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千

三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
」
と
、
同
項
の
表
中
「
百
分
の
八
十
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
、
「
九
十
分
の
六
十
四
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
八
十
」
と
、
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

九
十
五
」
と
す
る
。 

（
平
三
〇
法
七
・
一
部
改
正
） 

（
低
ア
ル
コ
ー
ル
分
の
蒸
留
酒
類
等
に
係
る
酒
税
の
税
率
の
特
例
）

第
八
十
七
条
の
二

　
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
さ
れ
、
又
は
保
税
地
域
か
ら

引
き
取
ら
れ
る
酒
税
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
蒸
留
酒
類
（
同
号
ホ

に
掲
げ
る
酒
類
及
び
発
泡
性
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二

十
一
号
に
規
定
す
る
リ
キ
ュ
ー
ル
（
発
泡
性
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

で
ア
ル
コ
ー
ル
分
（
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
分
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
三
度
未
満
の
も
の
（
リ
キ
ュ
ー
ル

に
つ
い
て
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
十
二
度
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
酒
税
の
税
率
は
、
同
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
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